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   新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等 の 影 響 に 対 応 す る た め の 休 業 者 、 離 職 者 等 の 生 活 の 支 援 に 関 す る 特 別 措

置 法 案 
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 第 六 章 雑 則 （ 第 十 七 条 ― 第 十 九 条 ） 

 附 則 

   第 一 章 総 則 

 （ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 等 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 四 年 法



 

  

 

二 

律 第 三 十 一 号 ） 附 則 第 一 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び そ

の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置 の 影 響 に よ り 休 業 、 離 職 等 を 余 儀 な く さ れ た こ と で 収 入 が 減 少 し た 者 等 の 生 活

を 支 援 す る た め 、 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 の 支 給 、 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） の 特 例 等 の

特 別 の 措 置 に つ い て 定 め る も の と す る 。 

   第 二 章 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 

 （ 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 の 支 給 ） 

第 二 条 国 は 、 こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 令 和 二 年 二 月 か ら 政 令 で 定 め る 月 ま で の 間 （ 以 下 こ の 条 に

お い て 「 支 給 対 象 期 間 」 と い う 。 ） に お い て 、 一 月 ご と に 、 そ の 月 に 受 け た 賃 金 （ 臨 時 に 支 払 わ れ る 賃 金 、

賞 与 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の で 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 賃 金 を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ）

の 額 が 支 給 対 象 期 間 前 の 最 後 の 三 月 間 に 受 け た 賃 金 の 月 額 の 平 均 額 （ 次 条 に お い て 「 平 均 賃 金 月 額 」 と い

う 。 ） か ら 政 令 で 定 め る 割 合 以 上 減 少 し た 者 に 対 し 、 そ の 者 の 請 求 に よ り 、 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 を 支 給

す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 支 給 対 象 期 間 の う ち 一 月 間 に 受 け た 賃 金 の 額 が 政 令 で 定 め る 額 を 超 え る 月 に



  

 

三 

つ い て は 、 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 は 、 支 給 し な い 。 

 （ 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 の 額 ） 

第 三 条 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と 請 求 に 係 る 月

に 受 け た 賃 金 の 額 と の 差 額 に 相 当 す る 額 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 額 と す る 。 

一 平 均 賃 金 月 額 の 百 分 の 八 十 に 相 当 す る 額 が 政 令 で 定 め る 額 を 超 え る 場 合 平 均 賃 金 月 額 の 百 分 の 八 十

に 相 当 す る 額 と 前 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る 額 の い ず れ か 低 い 額 

二 平 均 賃 金 月 額 の 百 分 の 八 十 に 相 当 す る 額 が 前 号 の 政 令 で 定 め る 額 以 下 の 場 合 平 均 賃 金 月 額 に 相 当 す

る 額 と 当 該 政 令 で 定 め る 額 の い ず れ か 低 い 額 

 （ 不 正 利 得 の 徴 収 ） 

第 四 条 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 の 支 給 を 受 け た 者 が あ る と き は 、 厚 生 労 働 大 臣

は 、 国 税 徴 収 の 例 に よ り 、 そ の 者 か ら 、 当 該 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 の 価 額 の 全 部 又 は 一 部 を 徴 収 す る こ と

が で き る 。 

２ 前 項 の 規 定 に よ る 徴 収 金 の 先 取 特 権 の 順 位 は 、 国 税 及 び 地 方 税 に 次 ぐ も の と す る 。 



 

  

 

四 

 （ 譲 渡 等 の 禁 止 ） 
第 五 条 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 は 、 譲 り 渡 し 、 担 保 に 供 し 、 又 は 差 し 押 さ え る こ と が で

き な い 。 

２ 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 と し て 支 給 を 受 け た 金 銭 は 、 差 し 押 さ え る こ と が で き な い 。 

 （ 公 課 の 禁 止 ） 

第 六 条 租 税 そ の 他 の 公 課 は 、 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 と し て 支 給 を 受 け た 金 銭 を 標 準 と し て 、 課 す る こ と が

で き な い 。 

   第 三 章 雇 用 保 険 法 の 特 例 

 （ 基 本 手 当 の 日 額 の 特 例 ） 

第 七 条 令 和 二 年 二 月 一 日 か ら 政 令 で 定 め る 日 ま で の 間 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お

い て は 、 雇 用 保 険 法 第 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 受 給 資 格 者 （ 以 下 こ の 章 に お い て 単 に 「 受 給 資 格 者 」 と い

う 。 ） に 対 し て 支 給 さ れ る 基 本 手 当 に つ い て の 同 法 第 十 六 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 中 「 百

分 の 五 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 七 十 」 と 、 「 百 分 の 八 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 百



  

 

五 

分 の 五 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 七 十 」 と 、 「 百 分 の 四 十 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 五 」 と す る 。 
２ 前 項 の 規 定 に よ る 基 本 手 当 の 支 給 を 受 け る 受 給 資 格 者 が 、 失 業 の 認 定 に 係 る 期 間 中 に 自 己 の 労 働 に よ っ

て 収 入 を 得 た 場 合 に お け る 雇 用 保 険 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 第 一 号 及 び 第 二 号 中

「 百 分 の 八 十 」 と あ る の は 、 「 百 分 の 百 」 と す る 。 

 （ 賃 金 日 額 の 計 算 の 特 例 ） 

第 八 条 特 例 期 間 に お い て は 、 受 給 資 格 者 に 対 し て 支 給 さ れ る 基 本 手 当 の 日 額 の 算 定 に 用 い る 賃 金 日 額 に つ

い て の 雇 用 保 険 法 第 十 七 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 中 「 六 箇 月 間 」 と あ る の は 、 「 六 箇 月 間

（ 最 後 の 六 箇 月 間 の う ち に 、 令 和 二 年 二 月 か ら 政 令 で 定 め る 月 ま で の 間 の 月 で あ つ て そ の 月 の 収 入 が 著 し

く 減 少 し た 月 と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 月 に 当 た る も の が あ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 月 を 除 い た 最 後 の

六 箇 月 間 ） 」 と す る 。 

 （ 基 本 手 当 の 給 付 日 数 の 特 例 等 ） 

第 九 条 特 例 期 間 に お い て 基 本 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 日 が あ る 受 給 資 格 者 の 受 給 期 間 は 、 雇 用 保

険 法 第 二 十 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 期 間 に 九 十 日 を 加 え た 期 間 と す



 

  

 

六 

る 。 
２ 前 項 に 規 定 す る 受 給 資 格 者 の 所 定 給 付 日 数 は 、 雇 用 保 険 法 第 二 十 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 二 十 三

条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 日 数 に 九 十 日 を 加 え た 日 数 と す る 。 こ の 場 合 に お け る

所 定 給 付 日 数 に つ い て は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に お け る 日 数 が 三 百 六 十

日 を 超 え る こ と が な い よ う 、 政 令 で 特 別 の 定 め を す る こ と が で き る 。 

３ 第 一 項 に 規 定 す る 受 給 資 格 者 で あ っ て 施 行 日 前 に 基 本 手 当 の 支 給 を 受 け 終 わ っ た も の に つ い て の 前 二 条

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 七 条 第 一 項 中 「 令 和 二 年 二 月 一 日 」 と あ る の は 、 「 こ の 法 律 の 施 行 の 日 」 と

す る 。 

４ 前 項 に 規 定 す る 受 給 資 格 者 の 受 給 期 間 に つ い て は 、 そ の 基 本 手 当 の 支 給 を 受 け る 権 利 の 行 使 を 妨 げ る こ

と が な い よ う 、 政 令 で 特 別 の 定 め を す る こ と が で き る 。 

 （ 政 令 へ の 委 任 ）  

第 十 条 前 三 条 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る 雇 用 保 険 法 の 規 定 の 技 術 的 読 替 え そ の 他 こ の 章 の 規 定 の 適

用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 政 令 で 定 め る 。 



  

 

七 

   第 四 章 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 

 （ 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 の 支 給 ） 

第 十 一 条 国 は 、 こ の 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 令 和 二 年 二 月 分 か ら 政 令 で 定 め る 月 分 ま で の 職 業 訓 練 受

講 給 付 金 （ 職 業 訓 練 の 実 施 等 に よ る 特 定 求 職 者 の 就 職 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 三 年 法 律 第 四 十 七 号 ）

第 七 条 第 一 項 の 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） の 支 給 を 受 け る 者 に 対 し 、 当 該

支 給 を 受 け る 月 に つ い て 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 を 支 給 す る 。 

 （ 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 の 額 ） 

第 十 二 条 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 の 額 は 、 一 月 に つ き 、 当 該 月 分 の 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 （ 厚 生 労 働 省 令 で

定 め る 手 当 を 除 く 。 ） の 額 に 相 当 す る 額 と す る 。 

 （ 支 払 期 月 ） 

第 十 三 条 各 月 分 の 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 月 分 の 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 の 支 払 に 併 せ て 支

払 う 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 二 年 二 月 分 か ら 施 行 日 の 属 す る 月 の 前 月 分 ま で の 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付
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金 に つ い て は 、 こ の 法 律 の 施 行 後 、 速 や か に 支 払 う も の と す る 。 

 （ 職 業 訓 練 の 実 施 等 に よ る 特 定 求 職 者 の 就 職 の 支 援 に 関 す る 法 律 の 準 用 ） 

第 十 四 条 職 業 訓 練 の 実 施 等 に よ る 特 定 求 職 者 の 就 職 の 支 援 に 関 す る 法 律 第 八 条 か ら 第 十 条 ま で 及 び 第 十 四

条 の 規 定 は 、 臨 時 職 業 訓 練 受 講 給 付 金 に つ い て 準 用 す る 。 

   第 五 章 生 活 保 護 法 の 要 保 護 者 に 対 す る 支 援 措 置 

 （ 保 護 の 実 施 機 関 の 責 務 ） 

第 十 五 条 保 護 の 実 施 機 関 （ 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ） 第 十 九 条 第 四 項 に 規 定 す る 保 護

の 実 施 機 関 を い う 。 ） は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 及 び そ の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置 の 影 響 等 に 鑑 み 、

保 護 の 開 始 の 申 請 （ 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 護 の 開 始 の 申 請 を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） が

あ っ た と き は 、 要 保 護 者 （ 同 法 第 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 要 保 護 者 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。 ） 及

び 扶 養 義 務 者 （ 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） に 規 定 す る 扶 養 義 務 者 を い う 。 ） の 資 産 及 び 収 入 の

状 況 の 調 査 そ の 他 の 要 保 護 者 に 関 す る 調 査 の 簡 素 化 及 び 合 理 化 を 図 る と と も に 、 積 極 的 に 生 活 保 護 法 に よ

る 保 護 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 
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 （ 国 の 支 援 措 置 ） 
第 十 六 条 国 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 及 び そ の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置 の 影 響 等 に 鑑 み 、 要 保 護 者 が

保 護 の 開 始 の 申 請 を す る ま で の 間 に お い て も 、 当 該 要 保 護 者 が 生 計 を 維 持 す る こ と が で き る よ う 、 当 面 の

生 活 に 必 要 な 短 期 の 資 金 の 融 通 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

   第 六 章 雑 則 

 （ 国 の 配 慮 ） 

第 十 七 条 国 は 、 こ の 法 律 に 基 づ く 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 の 支 給 そ の 他 の 措 置 を 実 施 す る に 当 た っ て は 、 こ

れ ら の 措 置 が 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 及 び そ の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置 の 影 響 を 緩 和 す る た め の 特 別 の

措 置 で あ る こ と を 踏 ま え 、 休 業 手 当 （ 労 働 基 準 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ

り 使 用 者 が 支 払 う べ き 手 当 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 支 払 の 状 況 、 雇 用 保 険 法 第 六 十 二 条 第 一 項 第 一 号 に 掲

げ る 事 業 の 実 施 の 状 況 そ の 他 の 状 況 を 勘 案 し て 、 国 民 の 勤 労 意 欲 の 増 進 を 阻 害 す る こ と が な い よ う 適 切 な

配 慮 を す る も の と す る 。 

 （ 事 業 主 の 責 務 ） 



 

  

 

一 〇 

第 十 八 条 事 業 主 は 、 こ の 法 律 に 基 づ き 国 が 実 施 す る 措 置 に 積 極 的 に 協 力 す る と と も に 、 労 働 基 準 法 そ の 他

の 労 働 に 関 す る 法 令 を 遵 守 し つ つ 、 そ の 雇 用 す る 労 働 者 の 雇 用 の 継 続 に 配 慮 す る よ う 努 め る も の と す る 。 

 （ 厚 生 労 働 省 令 へ の 委 任 ） 

第 十 九 条 こ の 法 律 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 法 律 の 実 施 の た め 必 要 な 手 続 そ の 他 の 事 項 は 、 厚 生 労 働 省 令

で 定 め る 。 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ こ の 法 律 の 廃 止 ） 

第 二 条 こ の 法 律 は 、 施 行 日 か ら 二 年 以 内 に 廃 止 す る も の と す る 。 

 （ 検 討 ） 

第 三 条 政 府 は 、 令 和 二 年 度 中 に 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 及 び そ の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置 の 影 響 を 受

け た 個 人 事 業 者 に 対 し て 支 給 さ れ る 給 付 金 そ の 他 の 金 銭 の 支 給 の 状 況 を 踏 ま え 、 被 用 者 と 類 似 し た 働 き 方



  

 

一 一 

を す る 個 人 事 業 者 の 生 活 を 支 援 す る た め の 給 付 金 制 度 の 創 設 に つ い て 検 討 を 加 え 、 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

２ 政 府 は 、 令 和 二 年 度 中 に 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 及 び そ の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置 の 影 響 に よ り そ

の 雇 用 す る 労 働 者 を や む を 得 ず 休 業 さ せ た 事 業 主 に つ い て 休 業 手 当 の 支 払 を 促 進 す る 観 点 か ら 、 休 業 手 当

を 支 払 っ た 事 業 主 に 対 す る 金 融 上 の 支 援 、 税 制 上 の 優 遇 措 置 そ の 他 の 措 置 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果

に 基 づ い て 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

 （ 雇 用 保 険 法 の 一 部 改 正 ） 

第 四 条 雇 用 保 険 法 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  附 則 第 十 四 条 を 次 の よ う に 改 め る 。 

 第 十 四 条 令 和 二 年 度 及 び 令 和 三 年 度 に お い て は 、 前 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

２ 国 庫 は 、 令 和 二 年 度 及 び 令 和 三 年 度 に お け る 第 六 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 求 職 者 給 付 に 要 す る 費 用 の

一 部 に 充 て る た め 、 経 済 情 勢 の 変 化 及 び 労 働 保 険 特 別 会 計 の 雇 用 勘 定 の 財 政 状 況 を 踏 ま え 、 必 要 が あ る

場 合 に は 、 予 算 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 費 用 の 一 部 を 負 担 す る こ と が で き る 。 





  

 

一 三 

     理 由 

 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 及 び そ の ま ん 延 防 止 の た め の 措 置 の 影 響 に よ り 、 休 業 、 離 職 等 を 余 儀 な く さ れ

た こ と で 収 入 が 減 少 し た 者 等 の 生 活 を 支 援 す る た め 、 労 働 者 生 活 支 援 給 付 金 の 支 給 、 雇 用 保 険 法 の 特 例 等 の

特 別 の 措 置 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。





  

 

一 五 

   本 案 施 行 に 要 す る 経 費 

 本 案 施 行 に 要 す る 経 費 と し て は 、 令 和 二 年 度 約 二 兆 八 千 億 円 の 見 込 み で あ る 。 

 


